
○
法
務
省
令
第
五
号

不
動
産
登
記
法
䥹
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
䥺
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
項
䣍
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
十
九
条
第
四
項
並
び
に
同
法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
䣍
不
動
産

登
記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎

令
和
八
年
二
月
二
日

法
務
大
臣

平
口

洋

不
動
産
登
記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

䥹
不
動
産
登
記
規
則
の
一
部
改
正
䥺

第
一
条

不
動
産
登
記
規
則
䥹
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎

次
の
表
に
よ
り
䣍
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
䣍
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
䣎



改

正

後

改

正

前

目
次第

一
章

䥿
略
䦀

第
二
章

䥿
略
䦀

第
一
節

登
記
記
録
䥹
第
三
条
の
二―

第
九
条
䥺

䥿
第
二
節
䦅
第
四
節

略
䦀

第
三
章

䥿
略
䦀

第
四
章

䥿
略
䦀

第
一
節

登
記
事
項
の
証
明
等
に
関
す
る
請
求
䥹
第
百
九
十
三
条―

第
百
九

十
五
条
の
四
䥺

䥿
第
二
節
䦅
第
四
節

略
䦀

䥿
第
五
章
・
第
六
章

略
䦀

附
則

目
次第

一
章

䥿
同
上
䦀

第
二
章

䥿
同
上
䦀

第
一
節

登
記
記
録
䥹
第
四
条―

第
九
条
䥺

䥿
第
二
節
䦅
第
四
節

同
上
䦀

第
三
章

䥿
同
上
䦀

第
四
章

䥿
同
上
䦀

第
一
節

登
記
事
項
の
証
明
等
に
関
す
る
請
求
䥹
第
百
九
十
三
条―

第
百
九

十
五
条
䥺

䥿
第
二
節
䦅
第
四
節

同
上
䦀

䥿
第
五
章
・
第
六
章

同
上
䦀

附
則

䥹
地
図
等
の
訂
正
䥺

第
十
六
条

䥿
略
䦀

䥿
２
䦅
４

略
䦀

５

第
一
項
の
申
出
を
す
る
場
合
に
は
䣍
地
図
訂
正
申
出
情
報
と
併
せ
て
次
に
掲

げ
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

䥿
一
・
二

略
䦀

三

表
題
部
所
有
者
又
は
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承

䥹
地
図
等
の
訂
正
䥺

第
十
六
条

䥿
同
上
䦀

䥿
２
䦅
４

同
上
䦀

５

第
一
項
の
申
出
を
す
る
場
合
に
は
䣍
地
図
訂
正
申
出
情
報
と
併
せ
て
次
に
掲

げ
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

䥿
一
・
二

同
上
䦀

三

表
題
部
所
有
者
又
は
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承



継
人
が
申
出
を
す
る
と
き
は
䣍
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
が
あ
䣬
た
こ
と
を

証
す
る
市
町
村
長
䥹
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
䣍
地
方
自
治
法
䥹
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定

都
市
に
あ
䣬
て
は
䣍
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
䣎
第
百
九
十
五
条
第
四
項

第
一
号
䣍
第
二
百
二
条
の
四
第
六
項
第
一
号
䣍
第
二
百
二
条
の
十
一
第
四
項

䥹
第
二
百
二
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
䣍
第

二
百
二
条
の
十
四
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
百
二
条
の
十
五
第
四
項
第
一
号

を
除
き
䣍
以
下
同
じ
䣎
䥺
䣍
登
記
官
そ
の
他
の
公
務
員
が
職
務
上
作
成
し
た

情
報
䥹
公
務
員
が
職
務
上
作
成
し
た
情
報
が
な
い
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
こ
れ

に
代
わ
る
べ
き
情
報
䥺

䥿
６
䦅
15

略
䦀

継
人
が
申
出
を
す
る
と
き
は
䣍
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
が
あ
䣬
た
こ
と
を

証
す
る
市
町
村
長
䥹
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
䣍
地
方
自
治
法
䥹
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
䥺
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定

都
市
に
あ
䣬
て
は
䣍
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
䣎
第
二
百
二
条
の
四
第
六

項
第
一
号
䣍
第
二
百
二
条
の
十
一
第
四
項
䥹
第
二
百
二
条
の
十
六
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
䣍
第
二
百
二
条
の
十
四
第
四
項
第
一
号

及
び
第
二
百
二
条
の
十
五
第
四
項
第
一
号
を
除
き
䣍
以
下
同
じ
䣎
䥺
䣍
登
記

官
そ
の
他
の
公
務
員
が
職
務
上
作
成
し
た
情
報
䥹
公
務
員
が
職
務
上
作
成
し

た
情
報
が
な
い
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
情
報
䥺

䥿
６
䦅
15

同
上
䦀

䥹
請
求
書
類
つ
づ
り
込
み
帳
䥺

第
二
十
七
条

請
求
書
類
つ
づ
り
込
み
帳
に
は
䣍
次
に
掲
げ
る
請
求
に
係
る
書
面

を
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
䣎

䥿
一
・
二

略
䦀

二
の
二

所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求

䥿
三
䦅
九

略
䦀

２

䥿
略
䦀

䥹
請
求
書
類
つ
づ
り
込
み
帳
䥺

第
二
十
七
条

請
求
書
類
つ
づ
り
込
み
帳
に
は
䣍
次
に
掲
げ
る
請
求
に
係
る
書
面

を
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
䣎

䥿
一
・
二

同
上
䦀

䥿
号
を
加
え
る
䣎
䦀

䥿
三
䦅
九

同
上
䦀

２

䥿
同
上
䦀

䥹
相
続
人
申
出
に
お
け
る
相
続
人
申
出
等
添
付
情
報
の
省
略
䥺

第
百
五
十
八
条
の
二
十

相
続
人
申
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
申
出
人
が
所
有

権
の
登
記
名
義
人
又
は
中
間
相
続
人
に
つ
い
て
の
相
続
に
関
し
て
法
定
相
続
情

䥹
相
続
人
申
出
に
お
け
る
相
続
人
申
出
等
添
付
情
報
の
省
略
䥺

第
百
五
十
八
条
の
二
十 

相
続
人
申
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
申
出
人
が
所
有

権
の
登
記
名
義
人
又
は
中
間
相
続
人
に
つ
い
て
の
相
続
に
関
し
て
法
定
相
続
情



報
一
覧
図
の
写
し
若
し
く
は
法
定
相
続
情
報
番
号
又
は
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供

用
識
別
符
号
若
し
く
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を
提
供
し
た
と
き

は
䣍
当
該
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
若
し
く
は
当
該
法
定
相
続
情
報
番
号

又
は
当
該
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
若
し
く
は
当
該
除
籍
電
子
証
明

書
提
供
用
識
別
符
号
の
提
供
を
も
䣬
て
䣍
前
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
イ

に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
た
だ
し
䣍
法
定
相
続
情
報

番
号
を
提
供
す
る
場
合
又
は
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
若
し
く
は
除

籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
登
記
官
が

法
定
相
続
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
又
は
戸
籍
若
し
く
は
除
か
れ

た
戸
籍
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
き
に
限
る
䣎

２

相
続
人
申
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
申
出
人
が
申
出
人
の
住
所
又
は
中
間

相
続
人
の
最
後
の
住
所
が
記
載
さ
れ
た
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
若
し
く

は
法
定
相
続
情
報
番
号
䥹
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
に
申
出
人
の
住
所
又
は
中
間

相
続
人
の
最
後
の
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
䣎
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
䣎
䥺
又
は
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
若
し
く
は
除
籍
電
子

証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を
提
供
し
た
と
き
は
䣍
当
該
法
定
相
続
情
報
一
覧
図

の
写
し
若
し
く
は
当
該
法
定
相
続
情
報
番
号
又
は
当
該
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供

用
識
別
符
号
若
し
く
は
当
該
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
の
提
供
を
も

䣬
て
䣍
前
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
䣎
た
だ
し
䣍
法
定
相
続
情
報
番
号
を
提
供
す
る
場
合
又
は
戸
籍

報
一
覧
図
の
写
し
又
は
法
定
相
続
情
報
番
号
を
提
供
し
た
と
き
は
䣍
当
該
法
定

相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
又
は
当
該
法
定
相
続
情
報
番
号
の
提
供
を
も
䣬
て
䣍

前
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
に
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
䣎
た
だ
し
䣍
法
定
相
続
情
報
番
号
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
登

記
官
が
法
定
相
続
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
䣎

２

相
続
人
申
出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
申
出
人
が
申
出
人
の
住
所
又
は
中
間

相
続
人
の
最
後
の
住
所
が
記
載
さ
れ
た
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
又
は
法

定
相
続
情
報
番
号
䥹
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
に
申
出
人
の
住
所
又
は
中
間
相
続

人
の
最
後
の
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
䣎
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
䣎
䥺
を
提
供
し
た
と
き
は
䣍
当
該
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
又
は
当

該
法
定
相
続
情
報
番
号
の
提
供
を
も
䣬
て
䣍
前
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号

ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
た
だ
し
䣍
法
定
相
続
情

報
番
号
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
登
記
官
が
法
定
相
続
情
報
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
䣎



電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
若
し
く
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号

を
提
供
す
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
登
記
官
が
法
定
相
続
情
報
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
又
は
戸
籍
若
し
く
は
除
か
れ
た
戸
籍
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
内

容
と
す
る
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
䣎

䥹
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
情
報
等
䥺

第
百
九
十
五
条

所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
を
す
る
と
き
は
䣍
次

に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

一

請
求
人
の
氏
名
又
は
名
称
䣍
住
所
及
び
連
絡
先

二

請
求
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
䣍
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

代
理
人
に
よ
䣬
て
請
求
す
る
と
き
は
䣍
当
該
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
䣍

住
所
及
び
連
絡
先
並
び
に
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
代
表
者
の
氏

名
四

請
求
に
係
る
不
動
産
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
請
求
人
と
の
関
係

五

請
求
に
係
る
不
動
産
の
登
記
記
録
を
検
索
す
る
た
め
に
必
要
な
所
有
権
の

登
記
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

六

請
求
に
係
る
書
面
の
通
数

七

送
付
の
方
法
に
よ
り
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
を
す
る
と

き
は
䣍
そ
の
旨
及
び
送
付
先
の
住
所

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る

不
動
産
に
係
る
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
は
䣍

前
項
第
五
号
に
定
め
る
事
項
に
加
え
䣍
当
該
不
動
産
の
登
記
記
録
を
検
索
す
る

第
百
九
十
五
条

削
除



た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎

一

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

氏
名
の
表
音
を
ロ
䤀
マ
字
で
表
示
し
た
も

の
二

会
社
法
人
等
番
号
を
有
す
る
法
人

会
社
法
人
等
番
号

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す
る

情
報
は
䣍
請
求
に
係
る
不
動
産
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
ご
と
に
作
成
し
て
提

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

４

第
一
項
の
請
求
を
す
る
場
合
に
は
䣍
次
に
掲
げ
る
情
報
を
同
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

䣎一

請
求
人
が
請
求
書
又
は
委
任
状
に
記
名
押
印
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
印

鑑
に
関
す
る
証
明
書
䥹
住
所
地
の
市
町
村
長
䥹
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も
の

と
し
䣍
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
䣬

て
は
䣍
市
長
又
は
区
長
若
し
く
は
総
合
区
長
と
す
る
䣎
䥺
又
は
登
記
官
が
作

成
す
る
も
の
に
限
る
䣎
䥺
そ
の
他
の
請
求
人
と
な
る
べ
き
者
が
請
求
を
し
て

い
る
こ
と
を
証
す
る
情
報

二

請
求
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
法
人
の
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る

情
報

三

代
理
人
に
よ
䣬
て
請
求
を
す
る
と
き
䥹
支
配
人
等
が
法
人
を
代
理
し
て
第

一
項
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
当
該
法
人
の
会
社
法
人
等
番
号
を
提



供
し
た
と
き
を
除
く
䣎
䥺
は
䣍
当
該
代
理
人
の
権
限
を
証
す
る
情
報

四

請
求
人
が
請
求
に
係
る
不
動
産
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
で
な
い
と
き
は

䣍
請
求
人
が
当
該
不
動
産
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
相
続
人
そ
の
他
の
一

般
承
継
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
市
町
村
長
䣍
登
記
官
そ
の
他
の
公
務
員
が

職
務
上
作
成
し
た
情
報
䥹
公
務
員
が
職
務
上
作
成
し
た
情
報
が
な
い
場
合
に

あ
䣬
て
は
䣍
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
情
報
䥺

五

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
情
報
と
し
て
提
供
さ
れ
た
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
䥹
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
と
し
て
提
供
さ
れ
た
も
の
と
異
な
る

場
合
に
限
る
䣎
䥺
が
請
求
人
䥹
前
号
の
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
請
求
人
の
被
承

継
人
䥺
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
で
あ
る
こ
と
䥹
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
に
変
更
が
あ
䣬
た
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
変
更
前
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
を
含
む
䣎
䥺
を
証
す
る
市
町
村
長
そ
の
他
の
公
務
員
が
職
務
上
作
成
し
た

情
報
䥹
公
務
員
が
職
務
上
作
成
し
た
情
報
が
な
い
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
こ
れ

に
代
わ
る
べ
き
情
報
䥺

５

前
項
第
一
号
の
規
定
は
䣍
請
求
人
が
同
号
の
情
報
が
記
載
さ
れ
た
書
面
䥹
印

鑑
に
関
す
る
証
明
書
を
除
く
䣎
䥺
を
登
記
官
に
提
示
し
た
場
合
に
は
䣍
適
用
し

な
い
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
登
記
官
か
ら
求
め
が
あ
䣬
た
と
き
は
䣍
当
該
書

面
又
は
そ
の
写
し
を
登
記
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

６

請
求
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
䣍
当
該
法
人
の
会
社
法
人
等
番
号
を

提
供
し
た
と
き
は
䣍
当
該
会
社
法
人
等
番
号
の
提
供
を
も
䣬
て
䣍
第
四
項
第
二

号
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎



７

法
人
で
あ
る
代
理
人
に
よ
䣬
て
第
一
項
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
当

該
代
理
人
の
会
社
法
人
等
番
号
を
提
供
し
た
と
き
は
䣍
当
該
代
理
人
の
代
表
者

の
資
格
を
証
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
䣎

８

法
第
百
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
人
が
所
有
不
動
産
記
録
証

明
書
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
請
求
人
が
所
有
権
の
登
記
名
義

人
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
市
町
村
長
䣍
登
記

官
そ
の
他
の
公
務
員
が
職
務
上
作
成
し
た
情
報
に
関
し
て
法
定
相
続
情
報
一
覧

図
の
写
し
若
し
く
は
法
定
相
続
情
報
番
号
又
は
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別

符
号
若
し
く
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
を
提
供
し
た
と
き
は
䣍
当

該
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
若
し
く
は
当
該
法
定
相
続
情
報
番
号
又
は
当

該
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
若
し
く
は
当
該
除
籍
電
子
証
明
書
提
供

用
識
別
符
号
の
提
供
を
も
䣬
て
䣍
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
た
だ
し
䣍
法
定
相
続
情
報
番
号
を
提
供
す
る
場
合
又
は

戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
若
し
く
は
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別

符
号
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
登
記
官
が
法
定
相
続
情
報
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
又
は
戸
籍
若
し
く
は
除
か
れ
た
戸
籍
に
記
録
さ
れ
た
事
項

を
内
容
と
す
る
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
䣎

䥹
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
の
方
法
等
䥺

第
百
九
十
五
条
の
二

所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
は
䣍
前
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す
る

情
報
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
同
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載
し
た

䥿
条
を
加
え
る
䣎
䦀



書
面
を
登
記
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

２

所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
は
䣍
前
項
の
方
法
の
ほ
か
䣍
法
務

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
䣍
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
条

第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報
並
び
に
同
条
第
四
項
各
号
に

掲
げ
る
情
報
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
登
記
所
に
提
供
す
る
方
法
に

よ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書

を
登
記
所
で
受
領
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
䣍
そ
の
旨
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
䣎

䥹
添
付
書
面
の
原
本
の
還
付
請
求
䥺

第
百
九
十
五
条
の
三

第
五
十
五
条
の
規
定
は
䣍
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

百
九
十
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
提
出
し
た
請

求
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎

䥿
条
を
加
え
る
䣎
䦀

䥹
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
求
に
お
け
る
添
付
情
報
の
特
例
䥺

第
百
九
十
五
条
の
四

第
百
九
十
五
条
の
二
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
所
有
不

動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
請
求
人
が
第
百
九

十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
を

内
容
と
す
る
情
報
又
は
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
す
る
情
報
に
第
四
十

二
条
の
電
子
署
名
を
行
い
䣍
当
該
請
求
人
の
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
電
子
証
明
書
を
提
供
し
た
と
き
は
䣍
当
該
電
子
証
明
書
の
提
供
を
も
䣬
て
䣍

第
百
九
十
五
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
の
提
供
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
䣎

䥿
条
を
加
え
る
䣎
䦀



２

令
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
䣍
第
百
九
十
五
条
の
二
第
二

項
前
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
す
る
第
百
九
十
五
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報

に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎

３

第
四
十
二
条
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
二
条
第
二
項
の
電

子
署
名
に
つ
い
て
䣍
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る

令
第
十
四
条
の
法
務
省
令
で
定
め
る
電
子
証
明
書
に
つ
い
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ
準
用

す
る
䣎

䥹
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
作
成
及
び
交
付
䥺

第
百
九
十
九
条

法
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
の
登
記
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る

事
項
の
う
ち
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
䣍
不
動
産
所
在
事
項
及
び
不
動
産
番

号
と
す
る
䣎

２

登
記
官
は
䣍
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
を
作
成
す
る
と
き
は
䣍
請
求
に
係
る

所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
で
あ
る
旨
の
認
証
文
を
付
し
た
上
で
䣍
作
成
の
年
月

日
及
び
職
氏
名
を
記
載
し
䣍
職
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
は
䣍
次
の
各
号
の

区
分
に
応
じ
䣍
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
䣎

一

請
求
に
係
る
記
録
が
あ
る
と
き

別
記
第
十
二
号
の
二
様
式

二

請
求
に
係
る
記
録
が
な
い
と
き

別
記
第
十
二
号
の
三
様
式

４

所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
は
䣍
不
動
産
の
登
記
記
録
を
検
索
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
と
し
て
提
供
さ
れ
た
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
䣎

第
百
九
十
九
条

削
除 



５

第
百
九
十
七
条
第
六
項
の
規
定
は
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
に
つ
い

て
䣍
第
百
九
十
七
条
の
二
の
規
定
は
第
百
九
十
五
条
の
二
第
二
項
前
段
の
規
定

に
よ
り
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
を
請
求
し
た
者
が
当
該
所
有
不
動
産

記
録
証
明
書
を
登
記
所
で
受
領
す
る
と
き
に
つ
い
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
䣎

䥹
手
数
料
の
納
付
方
法
䥺

第
二
百
三
条

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
䣍
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項

及
び
第
二
項
䣍
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
手
数
料
を
収
入
印
紙
を
も
䣬
て
納
付
す
る
と
き
は
䣍
請

求
書
に
収
入
印
紙
を
貼
り
付
け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

２

䥿
略
䦀

䥹
手
数
料
の
納
付
方
法
䥺

第
二
百
三
条

法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
䣍
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
手
数
料
を
収
入
印

紙
を
も
䣬
て
納
付
す
る
と
き
は
䣍
請
求
書
に
収
入
印
紙
を
貼
り
付
け
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
䣎

２

䥿
同
上
䦀

䥹
送
付
に
要
す
る
費
用
の
納
付
方
法
䥺

第
二
百
四
条

請
求
書
を
登
記
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
第
百
九
十
三
条
第
一

項
の
交
付
の
請
求
又
は
第
百
九
十
五
条
第
一
項
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て

䣍
第
百
九
十
七
条
第
六
項
䥹
第
百
九
十
九
条
第
五
項
䣍
第
二
百
条
第
三
項
及
び

第
二
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の
規
定
に
よ
る
申

出
を
す
る
と
き
は
䣍
手
数
料
の
ほ
か
送
付
に
要
す
る
費
用
も
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
䣎

䥿
２
・
３

略
䦀

䥹
送
付
に
要
す
る
費
用
の
納
付
方
法
䥺

第
二
百
四
条

請
求
書
を
登
記
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
第
百
九
十
三
条
第
一

項
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
䣍
第
百
九
十
七
条
第
六
項
䥹
第
二
百

条
第
三
項
及
び
第
二
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
の

規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
と
き
は
䣍
手
数
料
の
ほ
か
送
付
に
要
す
る
費
用
も
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
䣎

䥿
２
・
３

同
上
䦀

䥹
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
等
の
手
数
料

の
納
付
方
法
䥺

第
二
百
五
条

䥿
略
䦀

䥹
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
の
請
求
等
の
手
数
料

の
納
付
方
法
䥺

第
二
百
五
条

䥿
同
上
䦀



䥿
２
・
３

略
䦀

４

法
第
百
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
九
条
第
四
項
た

だ
し
書
の
法
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
䣍
第
百
九
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
方
法
と
す
る
䣎

５

第
二
項
の
規
定
は
䣍
第
百
九
十
五
条
の
二
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
所
有

不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
け
る
手
数
料
の
納
付
に

つ
い
て
準
用
す
る
䣎

䥿
２
・
３

同
上
䦀

䥿
項
を
加
え
る
䣎
䦀

䥿
項
を
加
え
る
䣎
䦀

䥹
準
用
䥺

第
二
百
四
十
一
条

第
二
百
二
条
の
規
定
は
筆
界
特
定
手
続
記
録
の
閲
覧
に
つ
い

て
䣍
第
二
百
三
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

手
数
料
を
収
入
印
紙
を
も
䣬
て
納
付
す
る
と
き
に
つ
い
て
䣍
第
二
百
四
条
の
規

定
は
請
求
情
報
を
記
載
し
た
書
面
を
登
記
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
第
二
百

三
十
八
条
第
一
項
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
を
す
る
と
き
に
つ
い
て
䣍
第
二
百
五
条
第
二
項
の
規
定
は
第
二
百

三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
筆
界
特
定
書
等
の
写
し
の
交
付
の

請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
に
つ
い
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ

準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
第
二
百
二
条
第
二
項
中
䣓
法
第
百
二
十
条

第
二
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二
項
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
法
第
百
四
十
九
条
第
二

項
䣔
と
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
登
記
簿
の
附
属
書
類
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
筆
界
特
定
手
続
記
録
䣔
と
䣍
第
二
百
三
条
第
一
項
中
䣓
法
第
百
十
九
条
第

䥹
準
用
䥺

第
二
百
四
十
一
条

第
二
百
二
条
の
規
定
は
筆
界
特
定
手
続
記
録
の
閲
覧
に
つ
い

て
䣍
第
二
百
三
条
第
一
項
の
規
定
は
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

手
数
料
を
収
入
印
紙
を
も
䣬
て
納
付
す
る
と
き
に
つ
い
て
䣍
第
二
百
四
条
の
規

定
は
請
求
情
報
を
記
載
し
た
書
面
を
登
記
所
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
第
二
百

三
十
八
条
第
一
項
の
交
付
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
前
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
を
す
る
と
き
に
つ
い
て
䣍
第
二
百
五
条
第
二
項
の
規
定
は
第
二
百

三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
筆
界
特
定
書
等
の
写
し
の
交
付
の

請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
手
数
料
を
納
付
す
る
と
き
に
つ
い
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ

準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
第
二
百
二
条
第
二
項
中
䣓
法
第
百
二
十
条

第
二
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二
項
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
法
第
百
四
十
九
条
第
二

項
䣔
と
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
登
記
簿
の
附
属
書
類
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
筆
界
特
定
手
続
記
録
䣔
と
䣍
第
二
百
三
条
第
一
項
中
䣓
法
第
百
十
九
条
第



一
項
及
び
第
二
項
䣍
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
䣍
第
百
二
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
䣔
と
あ
る

の
は
䣓
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
䣔
と
䣍
第
二
百
四
条
第
一
項
中

䣓
第
百
九
十
三
条
第
一
項
の
交
付
の
請
求
又
は
第
百
九
十
五
条
第
一
項
の
請
求

䣔
と
あ
る
の
は
䣓
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
の
交
付
の
請
求
䣔
と
䣍
䣓
第
百
九

十
七
条
第
六
項
䥹
第
百
九
十
九
条
第
五
項
䣍
第
二
百
条
第
三
項
及
び
第
二
百
一

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
第
二
百
四

十
条
第
三
項
䣔
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎

一
項
及
び
第
二
項
䣍
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
一
条

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項
䣔
と
䣍
第
二
百
四
条
第
一
項
中
䣓
第
百
九
十
三
条
第
一
項
䣔
と
あ
る
の
は

䣓
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
䣔
と
䣍
䣓
第
百
九
十
七
条
第
六
項
䥹
第
二
百
条
第

三
項
及
び
第
二
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
䣔
と
あ

る
の
は
䣓
第
二
百
四
十
条
第
三
項
䣔
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎

備
考

表
中
の
䥿

䦀
の
記
載
及
び
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
の
当
該
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
䣎



別
記
第
十
二
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
䣎





䥹
船
舶
登
記
規
則
の
一
部
改
正
䥺

第
二
条

船
舶
登
記
規
則
䥹
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
二
十
七
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎

次
の
表
に
よ
り
䣍
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
䣎



改

正

後

改

正

前

䥹
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
䥺

第
四
十
九
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
䣍
第
三
条
第
一
号
䣍
第
二
号
及

び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍
第
三
条
の
二
䣍
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
䣍
第

十
七
条
䣍
第
十
九
条
䣍
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
䣍
第
二
十
七
条
第

一
項
第
一
号
䣍
第
二
号
䣍
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
䣍
第
二
十
七
条

の
二
䣍
第
二
十
七
条
の
三
䣍
第
二
十
八
条
第
一
号
䣍
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で

䣍
第
十
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
䣍
第
二
十
八
条
の
二
第
一
号

の
二
䣍
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
䣍
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号

ま
で
䣍
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
䣍
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条

ま
で
䣍
第
四
十
七
条
䥹
第
三
号
イ
䥹
６
䥺
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
四
十
八
条
か
ら
第

七
十
二
条
ま
で
䣍
第
九
十
二
条
第
一
項
䣍
第
百
十
条
䣍
第
百
四
十
六
条
䣍
第
百

四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
䣍
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま

で
䣍
第
百
六
十
七
条
䥹
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
六
十
八

条
䥹
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
六
十
九
条
䥹
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
七

十
条
䣍
第
百
七
十
五
条
䣍
第
百
七
十
六
条
䥹
第
三
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
七
十

八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
䣍
第
百
八
十
一
条
䥹
第
二
項
第
三
号
を
除
く
䣎
䥺

か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
䣍
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
䣍
第
二
項
及

び
第
四
項
䣍
第
百
八
十
四
条
か
ら
第
百
八
十
六
条
ま
で
䣍
第
百
八
十
七
条
第
二

䥹
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
䥺

第
四
十
九
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
䣍
第
三
条
第
一
号
䣍
第
二
号
及

び
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍
第
三
条
の
二
䣍
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
䣍
第

十
七
条
䣍
第
十
九
条
䣍
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
䣍
第
二
十
七
条
第

一
項
第
一
号
䣍
第
二
号
䣍
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
䣍
第
二
十
七
条

の
二
䣍
第
二
十
七
条
の
三
䣍
第
二
十
八
条
第
一
号
䣍
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で

䣍
第
十
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
䣍
第
二
十
八
条
の
二
第
一
号

の
二
䣍
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
䣍
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号

ま
で
䣍
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
䣍
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
六
条

ま
で
䣍
第
四
十
七
条
䥹
第
三
号
イ
䥹
６
䥺
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
四
十
八
条
か
ら
第

七
十
二
条
ま
で
䣍
第
九
十
二
条
第
一
項
䣍
第
百
十
条
䣍
第
百
四
十
六
条
䣍
第
百

四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
䣍
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま

で
䣍
第
百
六
十
七
条
䥹
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
六
十
八

条
䥹
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
六
十
九
条
䥹
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
七

十
条
䣍
第
百
七
十
五
条
䣍
第
百
七
十
六
条
䥹
第
三
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
七
十

八
条
か
ら
第
百
八
十
条
ま
で
䣍
第
百
八
十
一
条
䥹
第
二
項
第
三
号
を
除
く
䣎
䥺

か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
䣍
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
䣍
第
二
項
及

び
第
四
項
䣍
第
百
八
十
四
条
か
ら
第
百
八
十
六
条
ま
で
䣍
第
百
八
十
七
条
第
二



号
䣍
第
百
八
十
八
条
䣍
第
百
八
十
九
条
䥹
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
九
十
条

か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
䣍
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
二
項
䣍
第
百
九
十
八
条
䣍
第
二
百
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

四
章
第
三
節
䥹
第
二
百
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
二
百
二
条
の
四
第
一
項
及

び
第
三
項
を
除
く
䣎
䥺
及
び
第
四
節
䥹
第
二
百
五
条
第
一
項
䣍
第
四
項
及
び
第

五
項
を
除
く
䣎
䥺
の
規
定
は
䣍
船
舶
の
登
記
及
び
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
に
つ

い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
こ
れ
ら
の
規
定
䥹
第
三
十
二
条
第
一

項
䣍
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
䣍
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
䣍
第
百

十
条
䣍
第
百
八
十
一
条
第
二
項
䣍
第
百
八
十
四
条
䣍
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第

一
号
イ
䣍
第
二
百
二
条
の
四
第
二
項
䥹
第
二
百
二
条
の
十
五
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
及
び
第
二
百
二
条
の
十
二
第
二
項
䥹
第
二
百
二
条

の
十
五
第
七
項
及
び
第
二
百
二
条
の
十
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
䣎
䥺
を
除
く
䣎
䥺
中
䣓
不
動
産
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
船
舶
又
は
製
造
中
の
船

舶
䣔
と
読
み
替
え
る
ほ
か
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

䥿
略
䦀

第
二
百
三
条
第
一
項

法
第
百
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
䣍
第
百
十

九
条
の
二
第
一
項
及
び

船
舶
登
記
令
第
三
十
三

条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
三
十
四
条
第

号
䣍
第
百
八
十
八
条
䣍
第
百
八
十
九
条
䥹
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
九
十
条

か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
䣍
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

及
び
第
二
項
䣍
第
百
九
十
八
条
䣍
第
二
百
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

四
章
第
三
節
䥹
第
二
百
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
二
百
二
条
の
四
第
一
項
及

び
第
三
項
を
除
く
䣎
䥺
及
び
第
四
節
䥹
第
二
百
五
条
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
の
規

定
は
䣍
船
舶
の
登
記
及
び
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の

場
合
に
お
い
て
䣍
こ
れ
ら
の
規
定
䥹
第
三
十
二
条
第
一
項
䣍
第
六
十
五
条
第
二

項
第
五
号
イ
䣍
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
䣍
第
百
十
条
䣍
第
百
八
十
一
条

第
二
項
䣍
第
百
八
十
四
条
䣍
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
䣍
第
二
百
二
条

の
四
第
二
項
䥹
第
二
百
二
条
の
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

䣎
䥺
及
び
第
二
百
二
条
の
十
二
第
二
項
䥹
第
二
百
二
条
の
十
五
第
七
項
及
び
第

二
百
二
条
の
十
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
を
除
く
䣎
䥺

中
䣓
不
動
産
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
船
舶
又
は
製
造
中
の
船
舶
䣔
と
読
み
替
え
る
ほ

か
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
䣎

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

䥿
同
上
䦀

第
二
百
三
条
第
一
項

法
第
百
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
䣍
第
百
二

十
条
第
一
項
及
び
第
二

船
舶
登
記
令
第
三
十
三

条
第
一
項
及
び
第
二
項

並
び
に
第
三
十
四
条
第



第
二
項
䣍
第
百
二
十
条

第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
百
二
十
一
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

一
項
及
び
第
二
項

第
二
百
四
条
第
一
項

第
百
九
十
三
条
第
一
項

の
交
付
の
請
求
又
は
第

百
九
十
五
条
第
一
項
の

請
求

船
舶
登
記
規
則
第
四
十

五
条
第
一
項
の
交
付
の

請
求

第
百
九
十
七
条
第
六
項

䥹
第
百
九
十
九
条
第
五

項
䣍
第
二
百
条
第
三
項

及
び
第
二
百
一
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
䣎
䥺

船
舶
登
記
規
則
第
四
十

七
条
第
六
項

䥿
略
䦀

項
並
び
に
第
百
二
十
一

条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で

一
項
及
び
第
二
項

第
二
百
四
条
第
一
項

第
百
九
十
三
条
第
一
項

船
舶
登
記
規
則
第
四
十

五
条
第
一
項

第
百
九
十
七
条
第
六
項

䥹
第
二
百
条
第
三
項
及

び
第
二
百
一
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
䣎
䥺

船
舶
登
記
規
則
第
四
十

七
条
第
六
項

䥿
同
上
䦀

備
考

表
中
の
䥿

䦀
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
䣎



䥹
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
規
則
の
一
部
改
正
䥺

第
三
条

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
規
則
䥹
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
二
十
九
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎

次
の
表
に
よ
り
䣍
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
䣎

 



改

正

後

改

正

前

䥹
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
䥺

第
四
十
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
䣍
第
三
条
第
一
号
䣍
第
二
号
及
び

第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍
第
三
条
の
二
䣍
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
䣍
第
十

七
条
䣍
第
十
九
条
䣍
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
䣍
第
二
十
七
条
第
一

項
第
一
号
䣍
第
二
号
䣍
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
䣍
第
二
十
七
条
の

二
䣍
第
二
十
七
条
の
三
䣍
第
二
十
八
条
第
一
号
䣍
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍

第
十
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
䣍
第
二
十
八
条
の
二
第
一
号
の

二
䣍
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
䣍
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま

で
䣍
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
䣍
第
四
十
七
条
䥹
第
三
号
イ
及
び
ロ

を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
四
十
八
条
䥹
農
業
用
動
産
の
所
有
者
が
登
記
義
務
者
と
な
る

抵
当
権
に
関
す
る
登
記
䥹
信
託
法
䥹
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
䥺
第
三
条
第

三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
䣬
て
さ
れ
た
信
託
に
よ
る
も
の
を
含
む
䣎
䥺
を
申
請

す
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
第
四
十
八
条
第
五
号
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
四
十
九
条
か

ら
第
七
十
二
条
ま
で
䣍
第
九
十
二
条
第
一
項
䣍
第
百
四
十
六
条
䣍
第
百
四
十
八

条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
䣍
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
䣍
第

百
六
十
七
条
䥹
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
六
十
八
条
䥹
第

一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
六
十
九
条
䥹
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
七
十
条
䣍

第
百
七
十
五
条
䣍
第
百
七
十
六
条
䥹
第
三
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
七
十
八
条
䣍

䥹
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
䥺

第
四
十
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
䣍
第
三
条
第
一
号
䣍
第
二
号
及
び

第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍
第
三
条
の
二
䣍
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
䣍
第
十

七
条
䣍
第
十
九
条
䣍
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
䣍
第
二
十
七
条
第
一

項
第
一
号
䣍
第
二
号
䣍
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
二
項
䣍
第
二
十
七
条
の

二
䣍
第
二
十
七
条
の
三
䣍
第
二
十
八
条
第
一
号
䣍
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍

第
十
号
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
䣍
第
二
十
八
条
の
二
第
一
号
の

二
䣍
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
䣍
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
䣍
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま

で
䣍
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
䣍
第
四
十
七
条
䥹
第
三
号
イ
及
び
ロ

を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
四
十
八
条
䥹
農
業
用
動
産
の
所
有
者
が
登
記
義
務
者
と
な
る

抵
当
権
に
関
す
る
登
記
䥹
信
託
法
䥹
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
䥺
第
三
条
第

三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
䣬
て
さ
れ
た
信
託
に
よ
る
も
の
を
含
む
䣎
䥺
を
申
請

す
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
第
四
十
八
条
第
五
号
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
四
十
九
条
か

ら
第
七
十
二
条
ま
で
䣍
第
九
十
二
条
第
一
項
䣍
第
百
四
十
六
条
䣍
第
百
四
十
八

条
か
ら
第
百
五
十
五
条
ま
で
䣍
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
䣍
第

百
六
十
七
条
䥹
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
六
十
八
条
䥹
第

一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
六
十
九
条
䥹
第
一
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
七
十
条
䣍

第
百
七
十
五
条
䣍
第
百
七
十
六
条
䥹
第
三
項
を
除
く
䣎
䥺
䣍
第
百
七
十
八
条
䣍



第
百
七
十
九
条
䣍
第
百
八
十
一
条
䥹
第
二
項
第
三
号
を
除
く
䣎
䥺
か
ら
第
百
八

十
二
条
の
二
ま
で
䣍
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
䣍
第
百
八
十

五
条
䣍
第
百
八
十
六
条
䣍
第
百
八
十
八
条
䣍
第
百
八
十
九
条
䥹
第
一
項
を
除
く

䣎
䥺
䣍
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
䣍
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
䣍
第
百
九
十
八
条
䣍
第
二
百
二
条
第
一
項
及

び
第
三
項
並
び
に
第
四
章
第
三
節
䥹
第
二
百
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
二
百

二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
を
除
く
䣎
䥺
及
び
第
四
節
䥹
第
二
百
五
条
第
一

項
䣍
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
䣎
䥺
の
規
定
は
䣍
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の

登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
こ
れ
ら
の
規
定
䥹
第
六
十

五
条
第
二
項
第
五
号
イ
䣍
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
䣍
第
百
八
十
一
条
第

二
項
䣍
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
䣍
第
二
百
二
条
の
四
第
二
項
䥹
第
二

百
二
条
の
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
及
び
第
二
百
二

条
の
十
二
第
二
項
䥹
第
二
百
二
条
の
十
五
第
七
項
及
び
第
二
百
二
条
の
十
六
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
を
除
く
䣎
䥺
中
䣓
不
動
産
䣔
と
あ

る
の
は
䣓
農
業
用
動
産
䣔
と
読
み
替
え
る
ほ
か
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不

動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

䥿
略
䦀

第
二
百
三
条
第
一
項

法
第
百
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
䣍
第
百
十

農
業
用
動
産
抵
当
登
記

令
第
十
六
条
第
一
項
及

第
百
七
十
九
条
䣍
第
百
八
十
一
条
䥹
第
二
項
第
三
号
を
除
く
䣎
䥺
か
ら
第
百
八

十
二
条
の
二
ま
で
䣍
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
䣍
第
百
八
十

五
条
䣍
第
百
八
十
六
条
䣍
第
百
八
十
八
条
䣍
第
百
八
十
九
条
䥹
第
一
項
を
除
く

䣎
䥺
䣍
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
䣍
第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
䣍
第
百
九
十
八
条
䣍
第
二
百
二
条
第
一
項
及

び
第
三
項
並
び
に
第
四
章
第
三
節
䥹
第
二
百
二
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
二
百

二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
を
除
く
䣎
䥺
及
び
第
四
節
䥹
第
二
百
五
条
第
一

項
を
除
く
䣎
䥺
の
規
定
は
䣍
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す

る
䣎
こ
の
場
合
に
お
い
て
䣍
こ
れ
ら
の
規
定
䥹
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ

䣍
第
六
十
八
条
第
一
項
第
五
号
イ
䣍
第
百
八
十
一
条
第
二
項
䣍
第
百
八
十
五
条

第
一
項
第
一
号
イ
䣍
第
二
百
二
条
の
四
第
二
項
䥹
第
二
百
二
条
の
十
五
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
及
び
第
二
百
二
条
の
十
二
第
二
項
䥹
第

二
百
二
条
の
十
五
第
七
項
及
び
第
二
百
二
条
の
十
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
䣎
䥺
を
除
く
䣎
䥺
中
䣓
不
動
産
䣔
と
あ
る
の
は
䣓
農
業
用
動
産

䣔
と
読
み
替
え
る
ほ
か
䣍
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
䣎

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

䥿
同
上
䦀

第
二
百
三
条
第
一
項

法
第
百
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
䣍
第
百
二

農
業
用
動
産
抵
当
登
記

令
第
十
六
条
第
一
項
及



九
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
䣍
第
百
二
十
条

第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
百
二
十
一
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

び
第
二
項
並
び
に
第
十

七
条
第
一
項
及
び
第
二

項

第
二
百
四
条
第
一
項

第
百
九
十
三
条
第
一
項

の
交
付
の
請
求
又
は
第

百
九
十
五
条
第
一
項
の

請
求

農
業
用
動
産
抵
当
登
記

規
則
第
三
十
六
条
第
一

項
の
交
付
の
請
求

第
百
九
十
七
条
第
六
項

䥹
第
百
九
十
九
条
第
五

項
䣍
第
二
百
条
第
三
項

及
び
第
二
百
一
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
䣎
䥺

農
業
用
動
産
抵
当
登
記

規
則
第
三
十
八
条
第
六

項

䥿
略
䦀

十
条
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
第
百
二
十
一

条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で

び
第
二
項
並
び
に
第
十

七
条
第
一
項
及
び
第
二

項

第
二
百
四
条
第
一
項

第
百
九
十
三
条
第
一
項

農
業
用
動
産
抵
当
登
記

規
則
第
三
十
六
条
第
一

項

第
百
九
十
七
条
第
六
項

䥹
第
二
百
条
第
三
項
及

び
第
二
百
一
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
䣎
䥺

農
業
用
動
産
抵
当
登
記

規
則
第
三
十
八
条
第
六

項

䥿
同
上
䦀

備
考

表
中
の
䥿

䦀
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
䣎



䥹
建
設
機
械
登
記
規
則
の
一
部
改
正
䥺

第
四
条

建
設
機
械
登
記
規
則
䥹
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
三
十
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎

次
の
表
に
よ
り
䣍
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
䣎



改

正

後

改

正

前

䥹
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
䥺

第
三
十
五
条

䥿
略
䦀

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

䥿
略
䦀

第
二
百
三
条
第
一
項

法
第
百
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
䣍
第
百
十

九
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
䣍
第
百
二
十
条

第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
百
二
十
一
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

建
設
機
械
登
記
令
第
十

三
条
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
第
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
項

䥹
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
䥺

第
三
十
五
条

䥿
同
上
䦀

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

䥿
同
上
䦀

第
二
百
三
条
第
一
項

法
第
百
十
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
䣍
第
百
二

十
条
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
第
百
二
十
一

条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で

建
設
機
械
登
記
令
第
十

三
条
第
一
項
及
び
第
二

項
並
び
に
第
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
項

備
考

表
中
の
䥿

䦀
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
䣎



附

則

こ
の
省
令
は
䣍
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䥹
令
和
三
年
法
律
第
二
十
四
号
䥺
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
䥹
同

法
第
二
条
中
不
動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
二
十
条
第
三
項
の
改
正
規
定
に
限

る
䣎
䥺
の
施
行
の
日
䥹
令
和
八
年
二
月
二
日
䥺
か
ら
施
行
す
る
䣎


